
●地域医療復興計画

南三陸町歌津保健センターの新築 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0

基金充当額 200,000 基金要望額 200,000 要望額 0 配分案 0

計 200,000 計 200,000 計 0 計 0

・石巻市夜間急患センターの新築 事業者負担等 21,114 事業者負担等 47,899 事業者負担等 26,785 事業者負担等 0

基金充当額 574,360 基金要望額 574,360 要望額 0 配分案 0

計 595,474 計 622,259 計 26,785 計 0

・石巻市雄勝地区医療施設（仮称）の新築 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0

基金充当額 300,000 基金要望額 300,000 要望額 0 配分案 △ 10,000

計 300,000 計 300,000 計 0 計 △ 10,000

・石巻市寄磯診療所の新築 事業者負担等 0 事業者負担等 5,860 事業者負担等 5,860 事業者負担等 6,385

基金充当額 40,000 基金要望額 47,762 要望額 7,762 配分案 7,762

計 40,000 計 53,622 計 13,622 計 14,147

・女川町保健センターの新築 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等 0 事業者負担等

基金充当額 200,000 基金要望額 200,000 要望額 0 配分案 0

計 200,000 計 200,000 計 0 計 0

・拠点薬局の整備 事業者負担等 58,200 事業者負担等 87,300 事業者負担等 29,100 事業者負担等 29,100

基金充当額 58,200 基金要望額 87,300 要望額 29,100 配分案 29,100

計 116,400 計 174,600 計 58,200 計 58,200

・基幹災害拠点病院の機能強化 事業者負担等 22,812,549 事業者負担等 事業者負担等 (22,812,549) 事業者負担等

基金充当額 1,187,451 基金要望額 要望額 (1,187,451) 配分案 ※　別途

計 24,000,000 計 0 計 (24,000,000) 計 0

・特定機能病院（東北大学病院）の機能強化 事業者負担等 7,044,518 事業者負担等 7,811,263 事業者負担等 766,745 事業者負担等

基金充当額 2,399,561 基金要望額 2,399,561 要望額 0 配分案 0

計 9,444,079 計 10,210,824 計 766,745 計 0

・透析医療（ＪＣＨＯ病院）の機能強化 事業者負担等 200,000 事業者負担等 事業者負担等 (200,000) 事業者負担等

基金充当額 100,000 基金要望額 要望額 (100,000) 配分案 ※　別途

計 300,000 計 0 計 (300,000) 計 0

・亘理町保健センターの新築 事業者負担等 650,000 事業者負担等 863,816 事業者負担等 213,816 事業者負担等 0

基金充当額 200,000 基金要望額 263,749 要望額 63,749 配分案 120,000

計 850,000 計 1,127,565 計 277,565 計 120,000

事業者負担等 30,786,381 事業者負担等 8,816,138 事業者負担等 1,042,306 事業者負担等 35,485

基金充当額 4,959,572 基金要望額 3,772,732 要望額 100,611 ※　仙台医療センター，ＪＣＨＯ仙台病院分を除く。 配分案 146,862

計 35,745,953 計 12,588,870 計 1,142,917 計 182,347

基金充当額変更等調査結果（施設整備事業）

第二期復興計画の変更

◆対応不用

・建設費用が不透明であるため，概算額で対応。

●再配分（概算） 第二期復興計画の変更

・事業費について，現在の基金充当額でも約80,000千円の余裕がある。寄磯診
療所の増額分とのやりくりで△10,000千円としても，今後の契約変更にも対応
可能と判断される。

▲減額 復興計画の変更

・事業者負担分は，すべて補助対象外経費。
・現在の基金充当額でも約36,000千円の余裕があり，今後の契約変更にも対応
可能と判断される。
→再配分の必要なし。

◆対応不用

・再配分の必要なし。
・建設費については，入札が未了であるため不確定。査定も行わない。

・石巻医療圏に３箇所の拠点薬局を整備したい。

・医療機関の機能に応じ，石巻市内に２箇所，女川町に１箇所の計３箇所を整
備することは妥当である。
・1箇所当たりの基金充当額は，従前の額により算出。建設工事は平成28年度
以降であるため，必要額の算定が困難。
→　箇所数及び基金充当額（現在の単価ベース）を増。

復興計画の変更●再配分

・再配分の必要なし。

◆対応不用

合計

７ 仙台 仙台医療センター

６

仙台 亘理町
　東日本大震災による被害を受けた亘理町保健センターを新築す
る。

９

８ 仙台 東北大学病院
　特定機能病院である東北大学病院において，老朽化している中央
診療棟を新築し，機能向上を図る。

　重篤救急患者を受け入れる救命救急センター機能を拡充し，建物
は大規模災害時にも対応出来る免震構造として新築整備する。

仙台 ＪＣＨＯ仙台病院
　東日本大震災時において数多くの透析施設が停電，断水等により
透析医療ができない事態に陥ったことを踏まえ，県内の人工透析医
療の中心的役割を担っているＪＣＨＯ仙台病院の透析医療部門を拡
充・強化する。

１０

５ 仙台

1 気仙沼 南三陸町
　東日本大震災で全壊した保健センターを新築する。

２ 石巻 石巻市
　東日本大震災で全壊した石巻市夜間急患センターを新築する。

３ 石巻 石巻市

女川町
　東日本大震災で全壊した女川町保健センターを新築する。

４

No 対象 事業主体 事業内容

事業費（千円）

追加配分（案）

現計画　A 変更後の額　B 要望額　（ B － A ）

要望内容 事業進捗・対応方針等

資料４－１

・現在基本設計中。建設費用が不透明であるため，現時点では基金の増額要
望が困難。

・設計費分として63,749千円分を増額要望。

・建設費用が不透明であるため，これまでの他事業における建設コスト高騰対
策の追加支援分の平均（現計画の1.6倍）を追加配分。

●再配分 第一期復興計画の変更

仙台 石巻市
　東日本大震災で全壊した寄磯診療所を新築する。

・基金充当額を上回る対象経費分（7,762千円）を再配分。

●再配分 復興計画の変更

・間取りが小さいため平米単価が高いこと，へき地であることから，計画策
定時よりも事業費が増加している。7,762千円の増額を要望。

石巻薬剤師会
　共有できる無菌調剤薬室，救急夜間帯の処方箋応需及び在宅診療
に関する調剤等を行う機能を有する薬局を整備する。
　旧石巻医療圏において計２箇所を整備する。

石巻

・入札が未了であり建設費用が不透明であるため，概算額で対応。
　ただし，現在の計画で対象としている部分（救急部・手術部）のみ。

●再配分（概算）

・今年度中に建設工事の入札を行う予定。建設費用が不透明であるが，事業
費全体では100億円を超える規模となる見込み。

・再配分の必要なし。

◆対応不用

　東日本大震災で全壊した石巻市立雄勝病院を診療所として再建す
る。


